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 企業に対し、金融機関の担当者を装って、メールアドレスやインターネットバンキング

のアカウント情報等を聞き出す不審な電話が確認されており、県内でも、聞き出した情報

を使って法人口座から資金を不正に送金される被害が発生しております。 

 このことから、「不審な電話はすぐに切る事」「金融機関の代表電話番号や問い合わせ窓

口で確認する事」「メールに記載されているリンクからアクセスしない事」といった対策を

徹底するよう改めて注意喚起を行ってくださるようお願いいたします。 

 なお、詐欺被害を受け、経営に支障をきたしている事業者の資金繰り支援として、山形

県商工業振興資金の経営安定資金第２号の対象とすることとしましたので、合わせて報道

してくださるようお願いいたします。 

 

 ○経営安定資金第２号 

（１）貸付対象者： 

 県内に本店又は主たる事業所を有する中小企業者であって、取引先、他社の倒産

等により、経営に支障をきたしているもの 

（２）資金使途：経営の安定に必要な運転資金 

（３）貸付限度額：８，０００万円 

（４）貸付期間：７年以内 

（５）貸付利率：年１．６％ 

（６）資金に関する問合せ先：商業振興・経営支援課金融係 電話：023-630-2135  

 

問合せ先 産業労働部商業振興・経営支援課 

        課長補佐 太田 電話：023-630-3950        

  報道監 産業労働部次長 奥山 

金融機関を騙るボイスフィッシング詐欺に対する注意喚起について 


